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・行田市石田堤クロマツ並木調査 
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❉市民憲章唱和 

１．開 会（中島文化財保護課長） 

 

２．あいさつ（劔持委員長） 

 

 報告 委員の交代、職員人事異動の報告 

 

３．議事 

規則に基づき、委員長に議長をお願いする。 

はじめに議事（１）平成２８年度文化財保護行政について事務

局より説明をお願いする。 

 ＜添付資料を補足しながら２８年度の事業内容を説明＞ 

説明内容について意見、質問等があるか。 

ないようであれば、次の議事に移らせていただく。 

 議事の（２）日本遺産認定と推進協議会委員について事務局よ

り説明をお願いする。 

 ＜添付資料を補足しながら内容を説明＞ 

 ただいまの説明について意見、質問等があるか。 

 今日の午前中の会議で、文化庁から補助金をもらうにあたり、

予算項目がいくつか挙がっていたが、必ずこういうふうにしろと

いうことで項目分けされているのか。 

 文化庁からこういう事業がするのが望ましいというものはあ

るが、こういう事業をしなさいといわれている訳ではない。市と

してやっていきたい事業の中で補助金を活用していこうという

ことである。 

 認定されると補助金は永久につくのか。 

 補助金がつくのは３年間である。４年目以降、地域が自立して

いくためのプランを今後出していかなくてはならない。 

 ３年間、同額なのか。 

 先行して認定された自治体に聞いた話では初年度が多く、２年

目が半額、３年目が１/４と聞いているが、文化庁は金額的なこと

は明言していないのでそのとおりになるかはわからない。 

 他に何かあるか。 

 日本遺産に認定された後、取り消しになることはあるのか。 

 ないと思う。構成資産が全部無くなればありえるかもしれない

が、普通ありえない。 
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 日本遺産推進協議会と文化財保護審議会の係わり合いについ

て何か考えているか。 

 文化財保護審議会の代表が推進協議会の方で事業に対してご

意見を言っていただくことになる。 

 他に何かあるか。 

 無いようであれば次の議事に移らせていただく。 

 議事の（３）平成２９年度文化財保護行政について事務局より

説明をお願いする。 

＜添付資料を補足しながら２９年度の事業内容を説明＞ 

 ただいまの説明について意見、質問等があるか。 

 文化財保護課の仕事が非常に多岐にわたっているような感じ

がするが、資料３番目の日本遺産事業の推進は、観光課の仕事で

はないか。 

 資料に載っている事業が日本遺産事業全てではなく、商工観光

課や企画政策課の所管事業もたくさんある。ガイダンスセンター

や展示ブースなどは、どちらかというと観光 PR というより日本

遺産自体の説明に力点をおいていることから当課の事業になっ

たものである。PR 動画も文化庁からの斡旋による BS-TBS が制

作したよその画像をみたところ、観光用ではなく日本遺産そのも

のの説明の番組になっているので、当課で担当することになった

ものである。観光用のホームページや動画は商工観光課が担当す

ることになっている。 

 ガイダンスセンターはまちづくりミュージアムの２階を整備

するということだが、外から来る人から見たら、日本遺産だから

というより観光案内所としてくるほうが多いのではないか。そう

であれば、行田駅の観光案内所の整備をしたほうがいいのではな

いか。 

 商工観光課を中心に観光客をどのように回遊させるかという

プランは考えている。今回の事業の日本遺産展示ブースは案内所

等に設置する予定である。観光案内所からガイダンスセンターへ

来るようなお客の流れを作っていきたいと考えている。 

 他になにかあるか。事業が多く大変だろうがよろしくお願いす

る。 

 議事の（４）旧忍町信用組合店舗の移築・改修について事務局

より説明をお願いする。 

＜添付資料を補足しながら経緯を説明＞ 

 細かい現状変更の内容については、設計者である横山委員から

説明をお願いする。 

 移築・改修について市から委託されたものつくり大学で担当さ

れている横山委員から補足・細部説明をお願いする。 
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＜添付資料を補足しながら細部について説明＞ 

 ただいまの横山議員の説明についてご意見・ご質問等あるか。 

 照明器具は当時のものに近づけたものなのか。 

 大正期の照明器具にしようと考えている。 

 積極活用ということだが、どのような活用か。例えば文化財的

な価値観か、または一般的な制限のない使用となるのか。 

 活用にあってはカフェでということになっているが、活用する

ことによって文化財的にわかっていることが損なわれるような

ことは避けるというのが原則である。ただ、残念なことにこの建

物の写真がほとんど無く、痕跡から復原できるところは最大限復

原するが、わからない部分については、活用の点で現代的なもの

も不釣合いにならない範囲で入れざるを得ない。 

 一部反対意見がでているようだが、足袋産業で銀行が果たした

役割を最大限説明するのか。 

 来歴がわかるような説明板等は設置していきたいと考えてい

る。 

 場所も丁度いいのではないか。 

 そう考える。街のにぎわいを創出するための施設として活用し

ていくことが１つの命題であり、多くの市民に親しんで活用して

いただけるよう、当時の様子がわかる範囲では最大限復原し、わ

からない部分はイメージを壊さない範囲で活用に資するものは

つけていくというスタンスになると考えている。 

 他になにかあるか。 

 現状の建物の何パーセント位の材を使えるのか。 

 この建物の１つ大きなところは、現行法令にあわせた耐震強度

がないので、現行基準に沿った耐力をもたせなければならない。

残すところは残すが、東日本大震災クラスの地震がきても倒れな

い施設にしなければならない。そのあたりの設計を今やってい

る。一般的な目安、過半は超える形ではやっているが、皆様が安

心安全に使える建造物にしなければならない。これが第一であ

る。 

 よろしいか。 

 教育委員会からの諮問に対する答申についてご意見をいただ

きたい。 

 ＜答申（案）について説明＞ 

 答申書の内容についてご意見あるか。 

 文化財保護審議会にかけるということは、文化財的な要素を大

事にしていくということで、これがまた、部局が違って観光的な

形になると色々な活用が無尽蔵になってしまう可能性がある。そ

の辺の歯止め、文化財であると説明する必要がある。忍城も含め、
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多くの人があの辺を散策するところなので、きちんと因果関係な

どを記した説明板をつけるべきでは。足袋蔵を生かした街づくり

が日本遺産として認定されたわけなので、その一環として大きな

価値観を要するのではないか。 

 答申の中に来歴がわかるような説明板の設置について明記し

たほうがよろしいか。 

 最低限必要ではないか。 

 答申に加えさせていただく。 

 運営に関してはどうなのか。 

 所管課が考えていくことになるが、この建物は賑わいの拠点に

として、また、子育て中のお母さんたちが働けるような施設とし

て活用させていくことになるのではないか。 

 運営等についても答申に入れたほうがよいか。 

 意見ということなので入れたほうがいいのではないか。 

 そのようにする。 

 敷地はどの位の大きさか。 

 現状変更の対象外なので資料にないが、結構大きくなる。 

 駐車場はあるのか。 

 駐車場はない。全体的な公園としての計画の中でということに

なる。 

 防災とかその辺はどうか。 

 消防署の基準はクリアすることになる。 

 設計上は、自動火災報知設備をつけることになっている。 

 ＜意見を取り入れた内容で変更案を説明＞ 

 このような内容でよろしいか。 

 （全員はいとの声あり） 

 その答申内容で答申いただくということでよろしくお願いす

る。 

 議事の（５）石田堤の松並木の現状について深沢委員から調査

報告をお願いする。 

＜添付資料を補足しながら説明＞ 

 ただいまの説明について意見、質問等があるか。 

 事務局から補足はあるか。 

 年度末に枝等を落としたが、被害が広がっているのは問題であ

る。今のお話だと様子を見ていたほうがいいということだが、ま

た、委員さんに協力してもらいながら見ていきたい。枯れている

木は伐採したほうがよろしいか。 

 この木が発生源になってしまい、他の松に移動してしまう。線

虫は移動することが難しいが、マダラカミキリに取り付いて飛ん

でいって他の松にうつってしまう。４月末から９月いっぱい頃ま
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でが活動時期なので、活動時期前に伐採したほうがいい。伐採の

際は、細かく粉砕しなければいけない。 

 早々に手を打つ方法で考える。 

 松の寿命はどれ位か。 

 基本的に木は動物と違い、いくつまでと設定がない。松に関し

ては数百年というのがざらにある。木は、生き物としてというよ

うりは構造物としての寿命がある。どうしてもキノコとか台風と

かによって体が崩れてしまうといった構造物としての寿命があ

る。 

 他になにかあるか。今説明があったことで事務局の対応をよろ

しくお願いする。 

 議事の（６）古代蓮自生地について深沢委員から調査報告をお

願いする。 

＜添付資料を補足しながら説明＞ 

 事務局から何かあるか。 

 今、ご指摘をいただき、これまでが十分な調査をしてきている

かどうかを委員さんと相談させていただきたい。 

 他に何かあるか。なければ、深沢委員にこれからも定期的に調

査をいただくということでよろしいか。 

 はい 

 なるべく早く原因を特定させて対策を打てるようにする。 

 議事（７）その他について、事務局からあるか。 

 特にありません。 

 委員から何かあるか。無いようであれば、これで議事は終了と

する。 

７．閉 会 

 

 


